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２ 福祉保健部関係
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①新型コロナウイルス感染症について

３ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

平岩新型コロナウイルス感染症対策特別委員長

ここからは福祉保健生活環境委員会との合同

実施となるので、御手洗委員、小川委員に出席

いただいています。本日は所用のため、阿部委

員、二ノ宮委員、堤委員が欠席しています。ま

た、委員外議員として、藤田議員に出席いただ

いています。森議員は遅れています。

さきほども申しましたが、時間が限られてい

るので、発言の際には簡潔に、質問はまとめて

御発言いただくようお願いします。

また、委員外議員の皆さんは委員の質疑終了

後、挙手をし、私から指名を受けた後、御発言

願います。

それでは、執行部は説明をお願いします。

山田福祉保健部長 初めに、私から一言御挨拶

を申し上げます。

本日は貴重な説明の機会をいただき、誠にあ

りがとうございます。コロナの状況は依然とし

て全国的に拡大基調で、デルタ株が非常に猛威

を振るっています。昨日、緊急事態宣言地域、

あるいはまん延防止等重点措置地域のエリアが

３３都道府県まで拡大することになりました。

本県においても非常に厳しい状況は同様なわけ

ですが、昨日、知事から記者会見をしたように、

本県としてはまん延防止等重点措置の適用の要

望をせずに、迅速かつ弾力的に対応できるよう

に、独自の対策として時短の要請や外出の自粛

といったことを引き続きお願いしています。

また、病床がだんだん逼迫して病床使用率も

５０％を超えています。病床の拡大、あるいは

宿泊療養施設も現在５棟で運用していますが、

これもさらに開設に向けて今準備をしています。

病床の負担をなるべく軽減する、あるいは自宅

療養を最小限にとどめる努力をしています。

また、ワクチンは切り札と言われていますが、

実際に今、感染状況を見ると、高齢者の感染者

は減っています。ブレークスルーで感染する方

もいますが、幸い症状は軽症がほとんどで、ワ

クチン接種の効果も顕著に確認されています。

そういう中で、県営接種センターを来月１日か

ら県庁の１４階で開設し、現在、県内全域の全

年代の方を対象に申込みの受付をしています。

市町村や、あるいは職域接種とも連携しなが

ら、１１月の接種完了目標を１日でも前倒しで

きるように全力を尽くしていくので、委員の皆

さまにおかれては、引き続き御指導、御鞭撻を

賜りますようよろしくお願いします。

詳細について、藤内理事から御説明します。

藤内理事兼審議監 着座にて現在の感染状況に

ついて、お手元の資料に沿って説明します。

新型コロナウイルス感染症の現状について、

世界では２億を超える感染者と、死亡者が４０

０万人を超えています。国内では、部長の挨拶

でも触れたとおり、緊急事態宣言が２１都道府

県に、まん延防止等重点措置区域が１２県に拡

大されました。

県内の発生状況ですが、昨日までに６，１５

２人の感染を確認し、６６人が亡くなられてい

ます。

下の表、非常に細かくて申し訳ありませんが、

クラスターの発生状況を右側に一覧でお示しし

ています。最近の第５波の感染状況を知る上で

重要な部分なので、簡単に説明します。

８月の１２、１３、１４、１５日、このお盆

あたりから接待を伴う飲食店や会食でのクラス

ターが増えてきました。お盆明けからは高齢者

施設、高齢者は基本的にワクチンを２回打って

いますが、やはり１回しか打っていない方とか

職員とかが感染し、その施設に広がるといった

傾向が見られます。幸いワクチンを２回打って

いた方は軽症で済んでいるので、医療機関の負

荷は軽減できています。

その後、高校の寮とか、大学の下宿とか、そ

れから、山家学園もそうですが、集団生活をし

ている施設でのクラスターが相次いでいます。

また、トキハであったり、宇佐市役所といった

職場、事業所でのクラスターも今週になって増

えてきています。
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また昨日、上野丘高校のクラスターを報告し

ましたが、高校でのクラスターは、クラスで感

染が広がるといったことも見られています。

では、次のページを御覧ください。

人口１０万人当たりの新規感染者数を多い順

に並べたものです。九州・山口を緑色で網かけ

しています。沖縄がワーストワンで、次いで福

岡県が８位、そして、大分県が１２位という状

況です。人口１０万人当たり１１７．１８人と

いった数字になっています。

次のページを御覧ください。

これは国内の新規感染者数の１週間ごとの平

均、７日間移動平均を青い棒で、そして、赤い

折れ線グラフで１人の感染者が何人に感染させ

るかという実効再生産数を示しています。この

実効再生産数が今後の流行状況を占う上で重要

な指標とされています。

例えば、今回の第５波は８月１日にこの実効

再生産数１．７９と一番高くなっています。こ

れは、この頃に国内の感染が最も急速に拡大し

たことを物語っています。７月２２日から２５

日の４連休のちょうど１週間後に国内で急速に

感染が拡大しています。そして、一番直近の実

効再生産数は１．１８。この数字が１を下回る

と流行はピークアウト、峠を越えて下降局面に

入ると言われています。実はお盆前にちょっと

減り始めて、このままスムーズに１まで下がる

かと思われたんですが、お盆明けに感染が拡大

して、また上がっています。現在１．１８とい

う状況で、また少し下降気味ではありますが、

これが１を超えている以上、国内における感染

拡大は続き、ピークアウトがまだ見えない状況

です。

特にこの規模を御覧いただくと、ピーク時の

感染者数は、第３波、第４波は全国でほぼ同じ

規模でしたが、第５波については２倍以上、３

倍に迫る大きな規模になっています。

次のページが大分県の感染状況です。同じよ

うに第３波、第４波、そして、第５波の状況を

示しています。

赤色で示したのが感染経路不明者で、今回も

やはりここへ来て、赤の感染経路不明者が増え

てきています。一番新しい数字が１１７．１８

人で、増加の速度が少し鈍くなったかなという

ところですが、まだ予断を許さない状況です。

県内の第３波のときのピークが人口１０万人当

たり１２．１６人、第４波が４７．９３人、そ

して、現在この第５波は、さらにその２倍より

も大きな規模になっている状況です。

では、次のページを御覧ください。

これが県内の感染状況の評価を示すステージ

表です。八つの指標で総合的に評価することに

なりますが、現在はステージⅢと判断していま

す。

それぞれの指標について御説明します。重症

者用の病床使用率ですが、２床使用されており、

その結果、４．７％でステージⅠの基準にとど

まっています。後でも詳しく御説明しますが、

若い世代が多いこともあり、第５波では、幸い

重症者は今までの第３波、４波に比べ少なく、

本当にまれではありますが、４０代、５０代で

重症化する方々が出てきて、現在、２人が人工

呼吸器を使っている状況です。

次の２番、病床使用率は、最大確保病床であ

る４４５床に対し、２３２床を使用し、５０％

を超えています。これはステージⅣの基準にな

っています。

感染経路不明者割合は４１．５％ということ

で、これはステージⅡにとどまっています。そ

して、人口１０万人当たりの新規感染者数は１

１７．１８人ということで、ステージⅣの基準

である２５人を大きく上回っています。

また、次の入院率、療養している方に占める

入院患者の割合は、現在１，３７７人が療養中

で、そのうちの２３２人が入院していて、入院

率は２５％を下回り、ステージⅣの基準になっ

ています。療養者数は、今申し上げた１，３７

７人が人口１０万人当たりでは１２１人で、こ

れもステージⅣの基準になっています。直近１

週間と先週１週間の比較では、７５２人が１，

３３０人と大きく増えています。

そして、もう一つ気になる指標がＰＣＲ陽性

率です。この１週間のＰＣＲや抗原検査の件数

は１万２，２６１件、そのうちの１，３３０人



- 3 -

が陽性で、陽性率が１０％を超えています。第

３波や第４波のときでもここまで高くならなか

ったので、現在の県内の感染状況をこうして見

ると、かなり厳しい状況ということが分かりま

す。

では、次のページを御覧ください。

これは第４波と第５波の感染者の年齢構成を

比較したものです。第４波はカラオケでのクラ

スターが非常に大きなウエイトを占めましたが、

高齢者のクラスターもあって、６０歳以上が３

割を超えていました。一方、ワクチンの効果で

第５波は６０歳以上が１０％を下回っています。

これがさきほど申し上げた医療機関への負荷軽

減につながっています。

一方、２０歳未満や２０から４０歳未満が非

常に多くなっています。連日２０代の感染者割

合が最も高くなっています。また、２０歳未満

では小学生や中学生、高校生といった児童生徒

も増えてきており、最近はコンスタントに１日

に２０人前後、児童や生徒の感染が確認されて

います。特に感染拡大地域で小中学校の開始を

遅らせましたが、小中学生、児童生徒から親、

祖父母への感染拡大を抑えることも今重要にな

ってきています。

では、次のページを御覧ください。

感染経路、これも第４波と第５波の比較です。

一番目立つのは、県外由来が第４波に比べると

第５波では７％と大きくなっていることです。

お盆、あるいはその前の７月の４連休にこちら

に帰省され、そこで会食をし、若い世代を中心

に感染が拡大し、それが家族や、知人、友人に

広がるという形で感染が拡大しています。

また、飲食店や会食での感染、さきほどクラ

スターの例を紹介しましたが、これが第４波に

比べると第５波で大きくなっていることも特徴

です。

一方、緑色で示した医療機関や施設の感染者

は、ワクチン接種を医療機関や施設で実施した

ことから第４波に比べるとかなり少なくなって

います。このあたりもワクチンの効果が出てい

ると言えるかと思います。

では、次のページを御覧ください。

少し見づらいグラフで恐縮ですが、第４波と

第５波の市町村別の感染者の内訳を比較したも

のです。

第４波に比較し、第５波においては、別府市、

そして、何より中津市の感染者のウエイトが非

常に大きくなっています。

一方、第４波で多かった日田市が減っている。

それから、由布市は、小学校で二つ大きなクラ

スターがあったので、第４波では多くなってい

ましたが、第５波では少なくなっています。い

ずれにしろ、大分市だけではなく、別府市や中

津市において感染が拡大していることが今回第

５波の特徴です。

それでは、次のページを御覧ください。

市町村ごとの直近１週間、８月１９日から昨

日までの人口１０万人当たりの新規感染者数を

棒グラフにしたものです。中津市が２００人を

超えています。さきほど都道府県別の人口１０

万人当たりの数値を御覧いただきましたが、比

較すれば、中津市は東京都レベルの感染状況に

なっています。また、隣接する宇佐市、そして、

別府市、大分市という順になっています。由布

市もここでは順位が上がってきていますが、今

週、由布市内の施設でクラスターが発生したこ

ともあって、その影響も出ているかと思います。

では、次のページを御覧ください。

県内第５波は、一番直近の変異株のスクリー

ニングは２１件中２１件ともデルタ株で、今回、

県内はデルタ株の流行になっていると考えてい

いかと思いますが、こうしたデルタ株への四つ

の対応を進めています。

まず、医療供給体制の強化として病床数の増

加と宿泊施設の確保です。病床数は現在４４５

床ですが、さらなる上積みを今も続けています。

宿泊施設については８月２３日に五つ目のホテ

ルクラウンヒルズ大分をオープンし、現在６８

４室を確保しています。さらに上積みを図るべ

く、中津市や日田市でも開設準備、さらに大分

市でももう一つの開設準備をしています。

また、御案内のように、この後、三島先生か

ら詳しく話があるかと思いますが、抗体カクテ

ル療法が早期の投与により予後、重症化とか死
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亡するリスクを大きく改善できるということで、

県内でも積極的にこのカクテル療法が進められ

ています。現在、医療機関で実施されています

が、これが宿泊施設でも実施できるようにとい

うことで、４番目のホテルボストンに医師が２

４時間常駐する形で抗体カクテル療法が実施で

きるよう準備しています。

また、これも三島先生から話があろうかと思

いますが、国がかなり方針を変えて、外来でも

できるようにと、県内においても外来での抗体

カクテルの点滴ができるよう準備を進めていま

す。ワクチンにより若い世代が中心になったと

はいえ、やはり５０代あるいは４０代で基礎疾

患のある方は重症化するので、そういう方々に

早期に抗体カクテル療法ができる体制を今構築

しています。

それから、二つ目が感染防止対策の強化で、

８月１７日に第４０回の対策本部会議を開き、

ここにお示しした対策をお願いしました。既に

委員の皆さまは御承知のことと思うので、一つ

一つの紹介は省略します。

そして、三つ目が積極的疫学調査による早期

封じ込めです。この対応は、第１波から県内に

おけるコロナ対策の一丁目一番地として最優先

でずっと力を入れて取り組んでいる部分です。

保健所も連日、日付が替わるまでこの疫学調査

──とはいえ、夜中までそういう調査はできま

せん。実際は１０時ぐらいまで調査をし、その

後、書類をまとめるといったようなことで、ど

の保健所も本当に頑張っていただいています。

そのことにより接触者を特定し、そして、幅広

にＰＣＲ検査をすることで、感染者の早期の特

定と、それ以上の感染拡大の封じ込めを図って

います。

それから、三つ目にある抗原検査キットの活

用で、大分県では２月から、第３波の際から積

極的に検査キットを福祉施設にも配布して活用

しています。今、国も検査キットを積極的に活

用するようになりましたが、県ではいち早くそ

ういう取組をし、高齢者施設でもかなり実績を

上げていただいています。

また、御案内のように大分市、別府市、宇佐

市において抗原検査センターが設置され、心配

な方が早期に検査できる体制もこの３市におい

て整えています。

四つ目は、何といってもワクチン接種の推進

です。これは次のページを御覧ください。

これまで医療従事者に対する先行接種、それ

から、高齢者の優先接種、さらには基礎疾患を

有する方といった形で優先接種を進めて、現在

は、大分市が９月からですが、ほとんどの市町

村で全ての１２歳以上の方に対する接種という

段階に入っています。

左下に県全体の接種率を示していますが、医

療従事者とか、職場で打った職域接種も含め、

１回目の接種が県民１１５万人に対して５３．

７％、２回目を終了した方が４４．５％という

ことで、県内でもワクチン接種が進んでいます。

今後さらに進めるために、右側にあるように

市町村接種に加え、職域接種、これは２４企業

２５会場、４大学５会場で６万５千人の接種を

見込んでいます。また、県営接種として昭和電

工武道スポーツセンターで、今週末までに１万

３千人の２回の接種を終えます。また、９月１

日からは県庁新館１４階展望ホールで、平日の

夜間と、土日の終日接種で、１万７千人の接種

を見込んでいます。

次ページを御覧ください。

新型コロナワクチンの供給の見込みです。一

時期、モデルナにしてもファイザーにしても供

給が少し絞られた時期があって、市町村や、あ

るいは職域接種もスピードダウンせざるを得な

い状況がありました。この数値、少し見づらい

ですが、５月、６月、７月と月ごとに県内に供

給されたワクチンの箱数、大体１箱で１，１７

０人分になります。５月、６月と３００箱近く

来たのが７月、８月は１７０とか１８０に絞ら

れました。ここがスピードダウンした要因です

が、９月になり、２５２箱とまた少し供給量が

増えます。それと、右側にある職域とか県営で

のモデルナを使った接種により、９月中に提供

されるワクチンを全部合わせると８８．２万人

分のワクチンが供給されます。これは県内の１

２歳以上の人口１０１万８千人から見れば８６．
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６％。今現在、ワクチンを希望する方の割合は

８割程度、それから、高齢者は９割ですが、こ

うした状況を考えると、この８６．６％のワク

チンが確保できることで、接種を希望される方

に接種可能なワクチンが供給されることになり

ます。

また、こうしたワクチン接種を少しでも加速

させようと、さきほども少し触れましたが、県

営ワクチン接種センターを９月１日から県庁新

館１４階でスタートします。

そこに新たな県営接種センターの役割を書い

ていますが、住所地を問わず県民の誰もが利用

できるということ、それから、夜間も接種する

ので、現役世代に接種機会を提供するというこ

と、基本的には市町村、職域接種が進んでいま

すが、それを補完し、１１月末まで接種機会を

提供したいと考えています。

特に接種が進んでいる市町村においては、そ

ろそろ接種そのものがスローダウンと言うか、

ほとんど店じまいになってしまうので、まだ打

っていなかったという方が接種できる会場を最

後まで県で確保したいと考えています。

使用するワクチンはファイザー社のワクチン

を予定していますが、１回目、アストラゼネカ

を打ったとか、中には１回目モデルナを打って、

２回目にモデルナを打つチャンスを逃したとい

う方のために、アストラゼネカやモデルナでも

この県営接種会場で接種できる体制は整えたい

と考えています。時間はさきほど申し上げたと

おりです。

そして、今、第１クールの予約が進んでいま

すが、５０歳以上ということを前提にしてはい

ますが、コメ印でお示ししているように、５０

歳未満でも妊婦や、その同居家族とか、県外出

張を予定されているような急いでワクチン接種

が必要な方については予約を受け付けています。

また、妊婦については、千葉県で痛ましい事案

があったことから、かかりつけの産科医からも

自分のところに来ている妊婦に対して、接種が

可能だし、主治医として接種は大丈夫だからと

背中を押していただいて、接種を今勧めていた

だいています。

これが最後の資料です。

これは市町村別の全年代の接種率で、さきほ

ども触れましたが、市町村によって少しスピー

ドの差が出ています。姫島村が２回接種が済ん

だ方が８０．１％。あとは竹田市とか津久見市

の２回目接種が既に６割を超えています。一番

人口の多い大分市が遅れていますが、今回、県

営接種センターで接種することで、少しでも大

分市の接種のスピードアップに貢献できればと

考えています。

平岩新型コロナウイルス感染症対策特別委員長

藤内理事ありがとうございました。

それでは、皆さん、今御丁寧な説明をいただ

きましたが、御質問、御意見があったらよろし

くお願いします。

清田委員 手短にお伺いします。

まん延防止措置を要請しない理由が県民にい

まいち伝わっていないような気がします。実際

問合せを受けています。

その中で、冒頭御説明いただいたように、県

独自の対応を柔軟に迅速にという部分で、例え

ば、県独自の時短要請が功を奏して、かなりの

お店が協力して、夜の会食シーンの人流抑制が

できているからとか、まん延防止措置を要請す

る、また、認められることによって独自で柔軟

な対応が取りにくくなることがあるとか、その

辺の県民が納得する理由を伝えることによって、

独自の政策でみんながそれぞれできることで抑

制していこうというメッセージにもなるかと思

います。なぜ数字は他県より跳ね上がっている

のに県は要請しないんだろうという素直な県民

の皆さまの疑問があるように感じているので、

何か明確な理由とか、要請しなくて独自でやっ

ていくんだというメッセージ性を持った理由を

もう少し明確に示していただけるとありがたい

と思いますが、いかがでしょう。

山田福祉保健部長 この件については、県民の

皆さまからも様々なお電話とか声が届いており、

私どもも説明不足であることは実感しています。

今、清田委員がおっしゃったように、国のま

ん延防止等重点措置は全国一律の規制で、例え

ば、時短要請も８時までで酒類の提供は原則禁
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止とか、あるいは大規模イベントは５千人まで

とか一律の規制をかけ、なおかつ、重点措置期

間は、収まってきたから弾力的に少し緩めると

か、あるいは大分県についてはここで解除とか、

そういう柔軟な措置ができないんですよね。だ

から、一度決まるとずっと最初の規制が継続す

る。実際に経済を回す意味で、飲食店も生活が

かかっているという声も聞こえてくるので、そ

ういった方々の生活のことも考えながら、その

ときの状況に応じ、今は２１時までの時短だが、

逆に感染が拡大すれば２０時に下げるとか、そ

ういったことを弾力的に行えるようにしたいと

いう思いで県独自の対応をしています。こうい

ったことをもっと丁寧に伝えていかなければい

けないと反省しています。

清田委員 よく分かりました。私も今のことを

聞いて、皆さんに伝えるように努力するので、

何かまた機会があれば、今の内容を県民の皆さ

まに伝えていただけたらと思います。

戸高委員 清田委員の話にあったような意見も

ずっと聞きます。そういう柔軟な施策を取ると

いうのはよく分かりますが、人流抑制と言うか、

例えば、他県との移動の抑制も九州一体で図る

取組は非常に大事だと思います。

そういったときに九州で見た場合、まん延防

止措置が大分だけ出ていないといったときに、

やはり大分に行こうとか──今、別府では、中

小は非常に厳しいですが、大型施設は土日も千

人、２千人と県外から来ているんですね。県民

とか市民の意識の面できちんとフォローしてい

かないと、大分だけがという意見が非常に多い

ので、九州各県と連携した人流抑制についてど

ういう考えがあるのか、お尋ねします。

山田福祉保健部長 今おっしゃった他の県から

どんどん入ってくるのではないかということは

私どもも危惧しています。

基本的にまん延防止の措置地域については、

県をまたぐ移動については自粛をする、不要不

急の移動は自粛をするとなっており、感染拡大

地域の方々は県の外に出ないようにとなってい

ます。ですから、そこがきちんと守られさえす

れば、そういうところから入ってこないですが、

本当にそれが徹底されるかというと心もとない

ところもあります。実際に別府とか湯布院とか

は今どういう状況なのか、私どもも注意深く見

ていきながら、実効性のある対応を取らなけれ

ばいけないと考えています。

九州一体となって取組をしようという話は九

州地方知事会の中でも出ており、知事もそうい

うことを考えていくということですが、今、逆

に大分県が足並みを乱しているところがあって、

そこをどうしていくか、これから大きな課題だ

と思っています。

反転攻勢のときには、みんなで一緒にやって

いこうと力強く知事会でも意見が出ていますが、

今はやはりじっと我慢するときなので、そこの

ところをどう足並みをそろえていくか、それが

大きな課題だと思います。

戸高委員 ちょうど夏休みで、帰省も非常に多

いので、それが終わればかなり変わると思いま

すが。それともう一点いいですか。

さきほど説明があったように自宅療養が非常

に増え、なかなか宿泊施設とかにも入れないと

いう状況、これは医療機関、病院とかを圧迫し

ないために必要だと私も思いますが、その際に

家族の生活の動線がどうしても重なって心配だ

という声があるんですね。

例えば、家族３世代同居のところでは、優先

的な宿泊療養が必要なのではないかと思います。

それができないにしても、感染者と同居してい

る場合のきちんとしたマニュアルも提示されて

いるとは思いますが、ちょっと注意が必要では

ないかなということです。かかるべくして家族

が感染してしまう状況になりかねない。そうい

った注意事項も非常に大事だと思うので、よろ

しくお願いします。

藤内理事兼審議監 委員の御指摘のとおり、自

宅療養のリスクは周りに感染が広がるというこ

とです。現在、県としては家族皆さんが感染し

ている、既に家族内感染が起こっている御家族

を中心に自宅療養をお願いしています。

ただ、そうでない家庭で、宿泊療養を予定し

ているが、なかなか今はちょっと入れないとい

う場合もあります。療養施設を新たに増やして
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どんどん入れていますが、今、１日に１００人

入って１００人出るという状況で、宿泊療養を

大急ぎで回転させています。特に８月２３日に

五つ目を開けたので、何とかそうやって宿泊を

待っている方々に入っていただくことで、家庭

での感染を最小限にできるように保健所も頑張

っています。

それから、生活のしおりということで、自宅

療養される御家族にはそういったものを提示し

て、家庭内感染を少しでも防げるように指導し

ています。

末宗委員 同じところから始めようと思います

が、先日デルタ株は、藤内理事が８月の初めか

ら随分増えてくるのではないかと言っていて、

予言が当たって私は感心しています。今回、感

染者数が爆発的に増え、九州で大分県だけまん

延防止等重点措置を出していないが、これはあ

る程度自信があるから思い切ってこういうこと

をしているんだなと思っていたんだけど、今の

発言を聞くとちょっと危ういのかなと。

要するにまん延防止等重点措置の要請をしな

いことに自信があるのかないか、その点を。こ

れによって行政の評価が一遍に決まるわけだか

ら、結構思い切ったことをすると思ったが、そ

れだけの自信があるんだと、根拠の裏付けがあ

るんだろうと思って見ていますが、見解を教え

てください。

それと、ブレークスルー、ファイザーが最初

９５％と言っていたから５％の抜け穴は当然あ

るが、その状況と、２回接種した人の病状が中

等症から重症になる可能性をお聞きしたい。

それともう一つは、資料の１枚目、例えば、

大分市内の事業所とか宇佐市内の事業所とある

が、今、宇佐市は、私の耳に入る話ではクラス

ターが５、６例あるような印象を受けます。こ

れに議会人として説明が全くできないです。デ

マとか、そういうのがはびこってしまって、適

切な説明が市民に与えられないが、そこらあた

り、三つお願いします。

山田福祉保健部長 最初の抑え込むことに自信

があるのかについてお答えします。

正直言って、今やっていることで本当に十分

なのかと言われれば、決して完璧だと言うつも

りはありません。知事も昨日の会見で申してい

たように、取りあえず、県民にお願いすること

を続けて、抑え込みができず、さらに拡大が進

めば、すぐに次の手を打つということで、これ

で大丈夫だと言うつもりは全くありません。場

合によってはまん防の地域よりもさらに厳しい

ことをお願いするような局面もあるかもしれま

せん。

とにかく結果を出すのが私どもの仕事ですの

で、感染拡大を一刻も早く抑え込めるように、

次々と必要に応じて新しい手を打っていくこと

です。当面、現状の取組を継続してやっていき、

状況を見ながら次の手を考えるということです。

藤内理事兼審議監 ブレークスルー感染、ワク

チンを２回打ったにもかかわらず感染した方が

これまでに第５波で１３３人います。（「県内

で」と言う者あり）県内です。

さきほどワクチンを既に２回打った方が５１

万人いると申しました。５１万人のうち１３３

人ということになります。逆に全く打っていな

い、１回も打っていない方が５３万人います。

その比率で見ると、今、ワクチンを２回打った

ことによって感染するリスクは６％まで減って

います。

さきほど委員がおっしゃったように、９５％

だから、残り５％の方がワクチンを打ってもか

かると言われましたが、その５％が県内では６

％ですので、当初言われていた海外での従来株

のワクチン効果と、現在、デルタ株における県

内でのワクチン効果を見たときに、６％の人の

発症にとどまっているので、十分な効果が県内

でのデルタ株においても発揮されています。

そして、感染した方の中で中等症以上になっ

た方が１３３人のうち９人います。高齢者が大

部分ですが、今まで高齢者の中等症化率は３割

ぐらいとすごく高かったので、それから見ると

非常に抑えられています。このあたりの重症化

を抑制する効果も十分発揮されていると見てい

ます。

それから、宇佐市内の事業所ということで、

確かに地域の方々にとってはどこだろうかとい
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たずらに不安をあおる部分もありますが、この

事業所が他の不特定の人と接するような業態で

はなく、接する方が社内の人に限られ、他への

影響はないことから事業所名の公表を避けてい

ます。これまで職場におけるクラスターの発生

においても、他の県民に接触した可能性とか、

あるいはそのことにより注意喚起が必要な場合

には事業所名を公表していますが、そうでない、

例えば、製造業などの場合においては事業所名

を公表していません。そこは今までの公平性と

か、そういうところも含めて御理解いただけれ

ばと思います。

末宗委員 大体分かるが、宇佐市で私の耳にあ

そこがクラスターだろうというような話が５、

６か所入ってきます。それに議会人として全く

答えられないのを御理解と言われても理解でき

ないが、行政だけしか知らん話を議会人が全く

分からないで、そしたら県議会はいらないよう

なものだからね。そういうところの対処の仕方

はどうやったらいいか、なかなか難しいよね。

藤内理事兼審議監 こうした感染者の公表につ

いては、この１年半、ずっと我々も正直に言っ

て悩み続けています。詳細に伝えることで周り

の人の安心につながるという部分と、逆に風評

も心配されるので、実際に個別の名前を出すの

は本当に必要な場合に限ると。つまり、本当に

感染拡大を防止するために事業所名を出すこと

が必要な場合に限っています。そこの点は御理

解をいただければと思います。

平岩新型コロナウイルス感染症対策特別委員長

ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

平岩新型コロナウイルス感染症対策特別委員長

委員外議員から何か質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

平岩新型コロナウイルス感染症対策特別委員長

ほかにないようですので、これで執行部から

の報告を終了します。

衛藤福祉保健生活環境委員長 福祉保健生活環

境委員会の合同開催はここまでとなります。

ありがとうございました。


